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歯科技工所管理委員会・歯科技工士労務対策委員会情報

社会保険（厚生年金保険及び健康保険）については，法人の歯科技工所または常時５人以上の従業員を使用する歯
科技工所が適用対象事業所となり，事業主に対して加入義務が課されています。
また，労働保険（労災保険及び雇用保険）については，労働者を使用する全ての歯科技工所の事業主に加入義務が
課されています。
この度，所管する厚生労働省より，各制度への理解不足から社会保険及び労働保険に加入していない事業所や加入
すべき事業所であることを知りながらも加入手続きを行わない事業所が見受けられ，保険制度の健全な運営や労働者
の福祉の向上等の観点から制度の周知へ向けた協力依頼がありました。
ついては，厚生労働省から提供のあった社会保険及び労働保険への加入に関するリーフレットを次ページ以降に掲
載いたします。
適用対象事業所となる歯科技工所開設者の皆さんはすでにご加入されていることと思いますが，改めて社会保険及
び労働保険の制度内容をご確認いただきたいと思います。また，勤務者の皆さんにおかれては，現在の就業先での加
入状況及び今後歯科技工所を開設される際の知識としていただきたいと思います。

◎社会保険（厚生年金保険及び健康保険）加入のポイント
【加入義務】
１．すべての法人歯科技工所
２．常時従業員を５人以上雇用している個人立歯科技工所
　　※�従業員が５人未満の歯科技工所であっても，従業員の半数以上が厚生年金保険及び健康保険の適用事業所と

なることに同意し，事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は加入することができる。
【保険料の負担】
１．事業主と労働者で折半

◎労働保険（労災保険及び雇用保険）加入のポイント
【加入義務】
１．常勤，パート，アルバイト，派遣等の名称や雇用形態にかかわらず，労働者を1人でも雇っている歯科技工所
２．労働者とは，労働対価として賃金が支払われる者をいう
　　※雇用保険については，一定の条件を満たさないパート，アルバイト等は対象とならないことがある。
【保険料の負担】
１．労災保険：全額事業主の負担
２．雇用保険：決められた保険料率により事業主と労働者双方が負担

～社会保険，労働保険への加入手続きはお済みですか？～
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